
 

ＮＴＴ東日本が定める「音声利用ＩＰ通信網サービス契約約款」の第２種サービス

メニュー1-1 及び１-2、2、3 に係るもの。 

主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信

回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一

体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。）を使用する

当社の IP 電話サービス 

 

JCV コラボ光電話 

ＪＣＶコラボ光電話サービス契約約款 
 

 
 

（約款の適用） 

第 1 条 上越ケーブルビジョン株式会社（以下「当社」といいます。）は「ＪＣＶコラボ光電話サービス契約約款」（以下本約款といいます。）を定め 「Ｊ Ｃ Ｖ コ

ラボ光電話」（以下総称して「本サービス」といいます。）を提供します。 

２ 本サービスは当社が東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」といいます。）が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サ

ービスの契約者に対し「音声利用ＩＰ通信網サービス」と当社のサービスを一体的に提供するものです。 

３ 本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、ＮＴＴ東日本の「ＩＰ通信網サービス契約約款」、「音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」によります。 

４ 当社及びＮＴＴ東日本がホームページ、その他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。 
 

（約款の変更） 

第２条 当社は本約款を変更することがあります。この場合には、料金、その他の提供条件は変更後の約款によります。

２ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

 
（サービスの種類） 

第３条 本サービスの対象は次の通りとします。 
 

 

２ 本サービスはＮＴＴ東日本の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。 

３ 本サービスはＮＴＴ東日本または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを   

提供できない場合があります。 

 
（サービス提供区域） 

第４条 本サービスはＮＴＴ東日本のＩＰ通信網サービス契約約款 第６条によって定められた提供区域に提供します。

２ 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。 

 
（契約の種別） 

第５条  本サービスはＮＴＴ東日本の提供する光コラボレーションモデルを活用した「音声利用ＩＰ通信網サービス」、「端末設備貸出サービス」を提供しま

す。 

２ 本サービスに臨時ＩＰ通信網サービス契約はありません。 

 

（契約の単位） 

第６条 当社は、契約者回線１回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき１人に限ります。 
 

（契約者回線の終端） 

第７条 本サービスの終端は、ＮＴＴ東日本がＩＰ通信網サービス契約約款 第９条で定める条件の終端とします。 
 

（転用） 

第８条 ＮＴＴ東日本のＩＰ通信網サービスのうち、ＮＴＴ東日本が定める種類の回線（以下「ＮＴＴ東日本の提供する光回線サービス」といいます。）は、ＪＣ 

Ｖコラボ光サービスに移行すること（以下「転用」といいます。）ができます。 

２ 当社で転用が完了した場合、転用前のＮＴＴ東日本の提供する光回線サービスに復旧する事はできません。

３ 本サービスからＮＴＴ東日本を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。 

４ ＮＴＴ東日本の提供する光回線サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出していただきます。 

５ 転用に際し、ＮＴＴ東日本の提供する光回線サービス契約者（契約者より委任された者も含みます。）はＮＴＴ東日本が指定する方法で、ＮＴＴ東日

本に転用承諾を得るものとします。 

６ 転用承諾手続きについて、ＮＴＴ東日本の提供する光回線サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いま 

ん。 

 
（契約申込の方法等） 

第９条 本サービスを申込む（本約款 第９条の方法も含む）ときは、次の事項について当社指定の様式にて提出していただきます。 

（１） 本約款 第３条のサービス種類 

（２） 契約者の氏名 



（３） 契約者の性別 

（４） 契約者の生年月日 

（５） 契約者の連絡先 

（６） 本サービスの回線の終端の場所 

（７） 料金の支払い方法 

（８） その他当社が指定する事項 
 

２ 申込者のうち転用により本サービス契約の申込みをする転用資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の 

各号に定める事項（以下前項各号の事項と併せて「申告情報」といいます。）を当社に申告する必要があります。 

（１） 転用承諾番号 

（２） ＮＴＴ東日本の提供する光回線サービスにおける回線契約者名 
 

３ 前項の申込者は第１項所定の申込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望するサービスのタイプ（ＮＴＴ東日本の提供する光回線サー 

ビスのタイプに相当するタイプがあります。）を以下の各号のいずれかから選択することができます。 

（１） 転用前に利用していたＮＴＴ東日本の提供する光回線サービスのタイプ 

（２） 当社の指定するタイプ 

その際、申込者は第１項所定の申込みを行うにあたり、いずれを選択するか当社に申告する必要があります。 
 

４ 本サービスの申込みに際し、契約者本人（契約者が法人である場合も含みます。）である公的な証明となる書類（当社が許諾した場合は、書類

の写しも可）の提出を求める場合があります。 

５ 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの（以下「代行者」といいます。）が代行して申込む場合、当社に委任 状

を提出していただく場合があります。 

 
（契約申込の承諾） 

第１０条 当社は本サービスの申込みがあったときは、受け付けた順序に従ってＮＴＴ東日本に回線の開通や転用の諾否を照会しＮＴＴ東日本が承諾した

場合に、当社は申込みを承諾します。 

２ 当社が契約申込みを承諾したときを以て、契約締結とします。 

３ ＮＴＴ東日本が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責

任を負いません。 

４ 当社は本条第１項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。 

（１） 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき 

（２） 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき 

（３） 申込みをした者が工事に関する費用、その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき 

（４） その他当社の業務遂行上、支障があるとき 

（５） 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力（以下「反社

会的勢力」といいます。）と判断される場合 

（６） 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合 

 
（利用者情報の提供） 

第１１条 本サービス契約者の情報について当社はＮＴＴ東日本に通知しＮＴＴ東日本はそれらを記録・保管します。 

（１） 契約者の氏名 

（２） 回線の設置場所住所 

（３） 書類等の送付先住所 
 

（契約者回線等番号） 

第１２条 契約者回線等番号は、ＮＴＴ東日本のＩＰ通信網サービス契約約款 第１５条 第１項、第２項の定めるところにより、１の契約者回線等ごとに割り当

てます。 

２ ＮＴＴ東日本及び当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。

３ 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。 

 
（契約内容の変更） 

第１３条 本サービスの契約者は転居等、回線の終端場所を移動（以下、「移転」といいます。）するにあたり、当社およびＮＴＴ東日本が定める範囲内でサ

ービス種類を変更することができます。 

 
（サービス回線の移転） 

第１４条 サービス契約者は、本サービス提供地域内を移転先とする本サービス回線の移転を申込むことができます。 

 

（サービスの一時中断） 

第１５条 本サービスの利用の一時中断は請求できません。 
 

（サービス契約に係る契約上の地位の譲渡） 



第１６条 本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。 

（サービス利用権の譲渡） 

第１７条 本サービスの利用権は譲渡できません。 
 

（回線相互接続の請求） 

第１８条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電

気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、

その接続行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載し

た当社所定の書面を当社が別に定める本サービス取扱所に提出していただきます。 

２       当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款

等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。 

 
（回線相互接続の変更・廃止） 

第１９条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。

２ 前条（回線相互接続の請求）の規定は、回線相互接続の変更について準用します。 

 
（当社が行うサービス契約の解除） 

第２０条 当社は次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。 

（１） ＮＴＴ東日本から当社に対し、本サービスの契約を解除された場合 

（２） 本サービスの契約者が本約款に反した場合 

 

（サービス契約者が行うサービス契約の解除） 

第２１条 本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。 

２ 本サービス契約者が本サービスで利用しているＮＴＴ東日本の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービス 

を契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。 

３ 本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし当社は負担しません。 
 

（本サービスの契約解除にかかる責任） 

第２２条     本約款     第２０条、第２１条の本サービスの契約解除に伴って発生する、本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を

一切負いません。 

 
（本サービスの光回線に提供する付加機能） 

第２３条 当社は別に定める付加機能を提供します。 
 

（利用中止） 

第２４条 当社は次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。 

（１） 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき 

（２） 本約款 第２７条の定めによるとき 

（３） その他当社が必要と判断したとき 
 

（利用停止） 

第２５条 当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。 

（１） 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき 

（２） その他当社が必要と判断したとき 
 

（発信者番号通知） 

第２６条 本サービスの回線番号は、その接続先に通知します。 

２ 本サービス契約者が通知を希望しない場合、当社にその旨の申込みが必要です。 
 

（通信利用の制限等） 

第２７条 ＮＴＴ東日本ＩＰ通信網サービス契約約款 第３６条の定めにより、非常事態の発生または発生の恐れがある場合、優先する通信のために本サー

ビスの通信が中止される場合があります。 

２ 通信が著しく輻輳したときは通信が相手先に着信しないことがあります。 
 

（料金等） 

第２８条 本サービスの料金等の体系は次の通りとします。 

（１） 初期費用 

（２） 工事費用 

（３） 月額費用 

（４） その他の料金 

２ 前項各号所定の料金は当社が別に定める通りとします。 



３      本サービスの料金は利用した月の翌月に請求します。 

(初期費用） 

第２９条    本サービス契約者は当社に本サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたときは当社が別に定める初期費用を支払わなければなりませ

ん。 

 
（工事費用） 

第３０条     本サービス契約者は契約者回線にかかる終端の場所の変更の届出により必要となる工事、その他本約款に定める工事が実施される場合当

社に工事費用を支払うことを要します。なお、本サービス契約者からの工事の申込みの受付、工事の日程等の調整、および工事費用の請求は

当社が行い、工事の実施はＮＴＴ東日本（ＮＴＴ東日本の委託先の事業者を含みます。）が行います。 

２           前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は工事費用の全額を当

社に支払うことを要します。 

 
(月額費用) 

第３１条   本サービス契約者は本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービス

の月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は満額を請求します。 

２ 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払い対象月とされている各 

月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。 

３ 本約款第 ２４条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。 

４ 本約款第     ２０条、および２１条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービス契約者はその期間中の月額費用の支払いを

要します。 

５ 月額費用の紙面での料金案内送付は有料となります。 
 

（ＮＴＴ東日本の貸与端末等に対する費用の支払義務） 

第３２条      本サービス契約者は本サービスの解約、移転等で端末変更を行う際はＮＴＴ東日本より貸与された端末をＮＴＴ東日本へ返却していただく必要

があります。未返却によってＮＴＴ東日本より当社に対し、端末に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に請求し、本サー ビス

契約者は支払義務を負います。 

 
（割増金） 

第３３条     本サービス契約者は料金の支払いを不法に免れた場合はその免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２

倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。 

 
（延滞利息） 

第３４条 本サービス契約者は料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日か

ら支払日の前日までの日数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただくも

のとします。ただし、支払期日の翌日から起算して１０日以内に支払いがあった場合にはこの限りではありません。 

 
（本サービス契約者の維持責任） 

第３５条 本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するように維持していただきます。 

 
（修理又は復旧の順位） 

第３６条 修理又は復旧の順位はＮＴＴ東日本のＩＰ通信網サービス契約約款 第５０条の定めによります。 

 
（責任の制限） 

第３７条    当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用で

きない状態にあることを当社が知った時刻から起算して２４時間以上その状態が連続したときに限り、本条第２項に示す算定方法により、本サー

ビス契約者に対し損害賠償するものとします。 

２          当社は本条第１項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後の、その状態が連続した時間

（２４時間の倍数である部分に限ります。）について２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金を発生し た

損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３      第１項の場合において、当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。 

 
（免責） 

第３８条   当社は本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条（責任の制限）の規定によるほかは何ら責任も負わないものと

します。 

２      当社は本サービスに係る設備、その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土

地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償し 

ないものとします。 

 
（契約者の個人情報の取扱いについて） 

第３９条 当社は保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取扱いについて」に基づき適正に取扱うものとします。 



（管轄裁判所） 

第４０条 本約款に係る係争については、新潟地方裁判所高田支部を第１審の管轄裁判所とします。 
 

（定めなき事項） 

第４１条 本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。 
 

（反社会的勢力の排除） 

第４２条 利用者は、自ら（利用者が法人である場合には、役員等を含みます。以下本条において同じ。）について、本契約の申込みを行う時点で、次の各号

のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。 

（1）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者を含む。）、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロも

しくは特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる者（以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。）であること。 

（2）反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

（3）自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認めら

れる関係を有すること。 

（4）反社会的勢力等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力等の維持運営に協力し、または関与していると認められる関係を

有すること。 

（5）その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 

２ 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことものとします。 

（1）暴力的な要求行為 

（2）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（4）風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を既存し、または当社の業務を妨害する行為 

（5）その他前各号に準ずる行為 

３ 当社は、利用者が前二項に違反した場合には、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除に

より利用者に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、当該解除により当社に損害が生じた場合、利用者は当該損

害を賠償する責任を負うものとします。 
 

 

 

附則 

平成 28 年 3 月 1日 制定・施行 

令和 3年 11月 1日 改定・施行 

 

 
ＮＴＴ東日本 契約約款集（https://www.ntt-east.co.jp/tariff/） 

「ＩＰ通信網サービス契約約款」（https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf） 

「音声利用 IP 通信網サービス」（https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e13.pdf） 

「端末設備貸出サービスに係る利用規約」（https://www.ntt-east.co.jp/tariff/appendix/eb13s0052.pdf） 

https://www.ntt-east.co.jp/tariff/
https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf
https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e13.pdf
https://www.ntt-east.co.jp/tariff/appendix/eb13s0052.pdf

